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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目１０ 一般職の職員の身分の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 
１市３町の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐ。 

 （１）職員数については、新市において「定員適正化計画」を策定し、定員管理の適正化に努める。 
 
 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 

◆職員数の状況     

種別     条例定数    職員数 

                （Ｈ16.4.1） 

市長部局   ６６２     ５３０ 

（内、派遣法による派遣５＝公益文科大学３、 

市美術館２） 

      その他の派遣＝土地開発公社２   

病院     ３７８     ３４１ 

水道局     ９２      ６５ 

議会      １０       ９ 

教育委員会  ２５９     １８８ 

             （内、高等学校４５） 

選管       ４       ４ 

監査       ４       ４ 

農業委員会   １２       ７ 

 

 

  計  １，４２１   １，１４８ 

 

               

 

１，１４８ のうち 一般・企業職 ５８０ 

          保健師     １９ 

          保育士     ５６ 

          技能労務   １２６ 

          医療職    ３２１ 

          教育職     ４６ 

種別     条例定数    職員数 

                （Ｈ16.4.1）

一般会計     ８４      ７７    

特別会計     １０       ７   

企業特別会計   ５０      ４４ 

   計     １４４       １２８ 

議会事務局      ２         ２    

教育委員会     ２５       ２２ 

               

選管       兼務        兼務  

監査          １       １ 

農業委員会     ２       ２ 

 

 

 

 

計    １７４     １５５ 

 

               

 

１５５ のうち 一般・企業職 ９２ 

          保健師     ３ 

          保育士    １３ 

          技能労務    ８ 

          医療職    ３９ 

種別      条例定数     職員

数 

                 (H16.4.1) 

町長部局    ７６      ７２ 

企業       ３              ２ 

議会       ３（１兼務）  ３（１兼務）

選管       ４（兼務）   ４（兼務）

監査       ２（兼務）   ２（兼務）

教育委員会    １６      １６ 

農業委員会     ３（１兼務）  ３（１兼務）

 

 

 

 

 

 

計     ９８      ９２ 

 

 

９２のうち  一般・企業企業職 ６５ 

          保健師     ２ 

          保育士    １３ 

          技能労務   １２ 

種別     条例定数    職員数 

                （Ｈ16.4.1） 

町長部局   ８４      ８０ 

診療所     ３       ３ 

水道      ３        ２ 

議会       ２         ２ 

教育委員会  ２４       １９ 

選管      兼務        兼務 

監査     兼務        兼務 

農業委員会   ２        ２ 

固定資産評価 

審査委員会   兼務      兼務 

 

 

 

 

    計  １１８     １０８ 

 

 

１０８ のうち 一般・企業職 ７８ 

          保健師     ３ 

          保育士    １５ 

          技能労務    ８ 

          医療職     ３ 

          教育職     １ 

 職員数については、新市において

「定員適正化計画」を策定し、適正化

に努める。 

 
 

所管部会・分科会  総務部会 人事分科会 

平成 16 年 4 月１日現在（第７次定員モデルで比較）      

  酒田市 八幡町 松山町 平田町     

一般行政職員数 484 82 70 81     

定員モデル 505 92 69 80     

差 -21 -10 1 1     

※１ 「定員モデル」は、住民基本台帳人口・世帯数・面積・事業所数・農業就業人口・道路延長など地方公共団体の 

   行政需要に密接に関連する指標と職員数の相関関係を多重回帰分析により総務省で算出した理想の職員数。 

※２  対象職員数は、一般行政部門が対象で、特別行政部門及び公営企業部門を含まない。  

※３  表中の「一般行政職員数」は、職員数の合計から教育、消防、病院、水道など特別行政部門の職員を除いた 

  人数｡したがって、｢職員数の状況｣の中の「一般･企業職」の人数とは異なる。 
 

今後の１市３町職員の退職予定         

年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 合計 

一般会計等 １０人 １１人 ２６人 ３２人 ３１人 ３３人 ４２人 ２２人 ４２人 ３４人 ２８３人

企業会計  ０人   ４人   ２人   ４人   ２人   ６人   ９人 １９人 １３人 １３人  ７２人

合計 １０人 １５人 ２８人 ３６人 ３３人 ３９人 ５１人 ４１人 ５５人 ４７人 ３５５人
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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目１０ 一般職の職員の身分の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 
１市３町の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐ。 
（２）勤務条件等については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から、新市における職務と責任に応じて調整し､速やかに統一する。 

 
 
 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 

◆行政職給料表の級別職務等     

行政職給料表級別職務分類表 
1 級 1 定型的な業務を行う職務 
2 級 1 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

3 級 1 主任の職務 
   2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行

う職務 

4 級 1 係長、調整主任、園長、機関長及び甲板長
の職務 

   2 高度の知識経験に基づき困難な業務を分

掌する主任の職務 
   3 相当高度の知識又は経験を必要とする業

務を行う職務 

5 級 1 主査の職務 
   2 高度の知識経験に基づき困難な業務を分

掌する係長及びこれと同等の職務 

   3 相当高度の知識経験に基づき困難な業務
を分掌する主任の職務 

   4 特に高度の知識又は経験を必要とする業

務を行う職務 
6 級 1 各事務部局の課長補佐、荘長補佐、事務局

長補佐、事務局次長、事務局次長補佐及び

副館長の職務 
   2 高度の知識経験に基づき困難な業務を分

掌する主査の職務 

   3 相当高度の知識経験に基づき困難な業務
を分掌する係長及びこれと同等の職務 

   4 特に高度の知識経験に基づき困難な業務

を分掌する主任の職務 
   5 特に高度の知識又は経験を必要とする困

難な業務を行う職務 

7 級 1 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌
する課長補佐及びこれと同等の職務 

   2 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を

分掌する主査の職務 
    3 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を

分掌する係長及びこれと同等の職務 

   4 特に高度の知識又は経験を必要とする困難
な業務を行う主任の職務 

8 級 1 課長の職務 

   2 市長事務部局の松林荘長の職務 
   3 議会事務局の次長の職務 
   4 選挙管理委員会事務局の事務局長の職務 

   5 監査事務局の事務局長の職務 
   6 農業委員会事務局の事務局長の職務 
   7 教育委員会事務局の図書館長の職務 

   8 中央高校事務長の職務 
   9 各事務部局の主幹の職務 
9 級 1 部長の職務 

     2 議会事務局の事務局長の職務 
     3 教育委員会事務局の教育部長の職務 
   4  各事務部局の調整監及び技監の職務 

 

行政職給料表級別職務分類表 
1 級 主事補等の職務 
2 級 主事等の職務 

3 級 特に高度の知識又は経験を必要とする主事等
の職務 

4 級 係長の職務 

5 級  特に高度の知識又は経験を必要とする係長等
の職務 

6 級 課長補佐の職務 

   特に高度の知識経験に基づき困難な業務を分
掌する係長等の職務 

7 級 課長等の職務 

 特に高度な知識経験を必要とするか課長補佐
の職務 

8 級 特に高度な知識経験を必要とする課長等の職

務 

行政職給料表級別職務分類表 
1 級  1 主事補の職務 
   2 保育士の職務 

   3 看護師の職務 
   4 保健師の職務 
2 級   1 主事の職務 

   2 保育士の職務 
   3 看護師の職務 
   4 保健師の職務 

3 級 1 高度の知識又は経験を必要とする主事、保
育士、看護師及び保健師 

4 級 1 係長の職務 

   2 園長の職務 
   3 看護師長の職務 
   4 保健師長の職務 

   5 社会教育主事の職務 
   6 主任の職務 
5 級 高度の知識又は経験を必要とする次の各号に

掲げる職務 
   (1) 係長の職務 
   (2) 園長の職務 

   (3) 看護師長の職務 
   (4) 保健師長の職務 
   (5) 社会教育主事の職務 

   (6) 主任の職務 
6 級 1 主査の職務 
      2 職務の複雑、困難及び責任の程度が主査と

同程度の職務 
７級 1 課長の職務 
   2 議会及び行政委員会の事務局長の職務 

8 級 1 総務企画課長の職務 
2 職務の複雑、困難及び責任の程度が総務企
画課長と同程度の職務 

行政職給料表級別職務分類表 
1 級 1 主事補の職務 
   2 職務の程度が前号と同程度として町長が別

に定めるもの 
2 級 1 主事の職務 

2 職務の複雑、困難及び責任の程度が前号と

同程度として町長が別に定めるもの 
3 級 1 高度の知識又は経験を必要とする主事等の

職務で町長が別に定めるもの 

4 級 1 係長及び主任の職務 
   2 職務の複雑、困難及び責任の程度が前号と

同程度として町長が別に定めるもの 

5 級  1  高度の知識又は経験を必要とする係長及び
主任の職務で町で町長が別に定めるもの 

6 級 1 主査の職務 

   2 職務の複雑、困難及び責任の程度が前号と
同程度として町長が別に定めるもの 

7 級 1 課長の職務 

   2 職務の複雑、困難及び責任の程度が前号と
同程度として町長が別に定めるもの 

8 級 1 総務課長の職務 

2 職務の複雑、困難及び責任の程度が前号と
同程度として町長が別に定めるもの 

  
勤務条件等については、人事管理

及び職員の処遇の適正化の観点か

ら、新市における職務と責任に応じ
て調整し､速やかに統一する。 

 

 

所管部会・分科会  総務部会 人事分科会 
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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目１０ 一般職の職員の身分の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 
１市３町の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐ。 

 （２）勤務条件等については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から、新市における職務と責任に応じて調整し､速やかに統一する。 
 
 
 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 

◆勤務条件等     

【勤務時間･休憩時間】 

 勤務時間   8:30～17:15 

 

【勤務時間の特例職場】 

 図書館       勤務日の調整、時差出勤 

 保育園       同 上 

 知的障害児通園施設 同 上 

 定期航路事業所   勤務日の調整 

 小中学校高校    勤務時間帯の調整 

 水道        勤務日の調整、２交代 

 病院        勤務日の調整、３交代 

 

【休暇】 

 特別休暇 

    夏期休暇 3 日 

  冬期休暇 なし 

  その他の休暇 酒田祭が平日の場合 1 日 

【勤務時間･休憩時間】 

 勤務時間   8:30～17:15 

 

【勤務時間の特例職場】 

 病院  断続的な勤務 

 

 

 

 

 

 

 

【休暇】 

 特別休暇 

   夏期休暇 3 日 

  冬期休暇 なし 

  その他の休暇 

  結婚休暇 連続して５日 

  看護休暇 小学校就学前の子の看護 5 日 

  他、条例による 

【勤務時間･休憩時間】 

 勤務時間   8:30～17:15 

 

【勤務時間の特例職場】 

 保育園   勤務日の調整、時差出勤 

 

 

 

 

 

 

 

【休暇】 

 特別休暇 

   夏期休暇 3 日 

  冬期休暇 なし 

  結婚休暇 連続する 7 日 

  看護休暇 小学校就学前の子の看護 5 日 

  他、条例による 

【勤務時間･休憩時間】 

 勤務時間   8:30～17:15 

 

【勤務時間の特例職場】 

 保育園   勤務日の調整、時差出勤 

 

 

 

 

 

 

 

【休暇】 

 特別休暇 

   夏期休暇 3 日 

  冬期休暇 なし 

  結婚休暇 連続する 7 日 

  看護休暇 小学校就学前の子の看護 5 日 

  他、条例による 

 勤務条件等については、人事

管理及び職員の処遇の適正化の

観点から、新市における職務と

責任に応じて調整し､速やかに

統一する。 

【服務の宣誓】 

新たに職員となった者は、宣誓書に署名する 

 

【職務に専念する義務の特例】 

研修を受けるとき 

厚生事業に参加するとき 

その他任命権者が認めた場合 

 

【服務】 

病休明けの場合  治癒届、診断書提出 

 （病休７日以内は治癒届、３０日以内の場合 

は診断書省略） 

営利企業従事制限 消防団、業界等の講師等 

謝礼があるもの、継続的なも 

の（自営業等は個別判断） 

事故報告   公私問わず、交通事故、もらい事

故も含め報告義務 

私事旅行届  ５日以上住所を離れる場合は、 

事前届が必要 

【服務の宣誓】 

新たに職員となった者は、宣誓書に署名する 

 

【職務に専念する義務の特例】 

研修を受けるとき 

厚生事業に参加するとき 

その他任命権者が認めた場合 

 

【服務】 

病休明けの場合  治癒届、診断書提出 

  （病休７日以内は治癒届、３０日以内の場合

は診断書省略） 

営利企業従事制限 自営業等は個別判断） 

事故報告   公私問わず、交通事故、もらい

事故も含め報告義務 

私事旅行届  ７日以上住所を離れる場合は、

事前届が必要 

【服務の宣誓】 

新たに職員となった者は、宣誓書に署名 

 

【職務に専念する義務の特例】 

研修を受けるとき 

厚生事業に参加するとき 

その他任命権者が認めた場合 

 

【服務】 

営利企業従事 継続的なもの 

事故報告  公私問わず、交通事故報告 

 

【服務の宣誓】 

新たに職員となった者は、宣誓書に署名する 

 

【職務に専念する義務の特例】 

研修を受けるとき 

厚生事業に参加するとき 

その他任命権者が認めた場合 

 

【服務】 

病休明けの場合  治癒届、診断書提出 

 （病休７日以内は治癒届、３０日以内の場合 

は診断書省略） 

営利企業従事制限 消防団、業界等の講師等 

謝礼があるもの、継続的なも 

の（自営業等は個別判断） 

事故報告   公私問わず、交通事故、
もらい事故も含め報告義務 

私事旅行届  ５日以上住所を離れる場合は、 

事前届が必要 

  

 

 

所管部会・分科会  総務部会 人事分科会 


